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ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
工
事
等

助
成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す

　

市
は
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を

撤
去
す
る
工
事
な
ど
の
費
用
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

●
対
象　

道
路
に
面
す
る
場
所
に
設

置
さ
れ
た
高
さ
80
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等（
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
組
積
造

の
塀
、
万
年
塀
、
こ
れ
ら
に
類
す
る

塀
や
門
柱
）。

●
助
成
額　

▽▽
撤
去
、
一
部
撤
去
、

改
修
に
つ
い
て
は
、
工
事
費
用
と
既

存
の
塀
の
長
さ
1
メ
ー
ト
ル
当
た
り

6
5
0
0
円
を
乗
じ
た
額
を
比
較
し

て
少
な
い
ほ
う
の
額（
上
限
30
万
円
）

▽▽
新
設（
撤
去
す
る
こ
と
が
前
提
）に

つ
い
て
は
、
撤
去
の
助
成
額
に
加
え
、

新
設
費
用
と
新
設
す
る
塀
の
長
さ
1

メ
ー
ト
ル
当
た
り
6
0
0
0
円
を
乗

じ
た
額
を
比
較
し
て
少
な
い
ほ
う
の

額（
上
限
18
万
円
）。
な
お
、
工
事
後

の
塀
は
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造

と
な
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

　

ご
家
族
が
亡
く
な
っ
た
際
に
行
う

市
役
所
で
の
各
種
手
続
き
に
つ
い
て
、

担
当
す
る
窓
口
を
案
内
す
る
「
お
く

や
み
コ
ー
ナ
ー
」
を
4
月
20
日（
火
）

か
ら
開
設
し
ま
す
。

　

死
亡
届
提
出
後
の
手
続
き
は
、
国

民
健
康
保
険
・
税
な
ど
多
岐
に
わ
た

り
ま
す
。
ど
の
窓
口
で
手
続
き
が
必

要
な
の
か
分
か
り
に
く
く
、
ご
遺
族

の
負
担
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ご

●
申
請　

事
前
相
談
票
を
使
用
し
、

ご
自
身
で
点
検
の
上
、
工
事
契
約
前

に
防
災
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
事

前
相
談
票
と
申
請
書
等
は
防
災
課

（
市
役
所
2
階
55
番
窓
口
）、
建
築
指

導
課（
市
役
所
2
階
74
番
窓
口
）で
配

布
し
て
い
ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

問
防
災
課
・
内
線
2
5
3
1
、
建
築

指
導
課
・
内
線
2
3
3
7

令
和
3
年
度
　
国
民
年
金
保

険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

4
月
分
〜
令
和
4
年
3
月
分
の
国

民
年
金
保
険
料
は
月
額
１
万
６
６
１

０
円
で
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が

あ
る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が
少

な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら

れ
る
納
付
書
で
、
金
融
機
関
、
郵
便

局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
の
納
付
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

家
族
を
亡
く
し
た
ご
遺
族
に
寄
り
添

い
な
が
ら
、
必
要
な
手
続
き
の
窓
口

を
案
内
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
立
川
市
に
住
民
登
録
が
あ

っ
た
方
の
ご
遺
族
▼
利
用
時
間
＝
月

曜
〜
金
曜
日
、
午
前
9
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
4
時（
祝
日
を
除
く
）▼

設
置
場
所
＝
市
民
課（
市
役
所
1
階

7
番
窓
口
）

問
市
民
課
記
録
係
・
内
線
1
3
6
5

　

納
付
書
に
よ
る
1
年
前
納
・
半
年

前
納（
前
期
）の
納
付
期
限
は
4
月
30

日（
金
）で
す
。
納
付
書
で
の
前
納
に

つ
い
て
は
、
年
金
事
務
所
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
立
川
年
金
事
務
所

☎（
5
2
3
）0
3
5
2

4
月
20
日（
火
）は
資
源
再
生

利
用
補
助
金
第
4
期
の
申
請

期
限
で
す

　

自
治
会
や
子
ど
も
会
等
の
市
内
団

体
が
資
源
を
回
収
し
た
場
合
、
回
収

量
に
応
じ
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
令
和
2
年
度
第
4
期
の
申
請

期
限
は
4
月
20
日（
火
）で
す
。
期
限

を
過
ぎ
る
と
、
令
和
2
年
度
中
に
回

収
し
た
資
源
に
つ
い
て
は
補
助
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
回
収
を
行
う
団
体

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。
ご
み
対

策
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

育
児
支
援
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用

回
数
が
増
え
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
4
回
だ
っ
た
利
用
回
数

が
4
月
1
日
か
ら
6
回
に
な
り
ま
し

保
育
所
で
配
布
し
て
い
ま
す（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

●
入
所
申
請　

▼
受
付
期
間
＝
4
月

12
日（
月
）〜
5
月
17
日（
月
）▼
受
付

場
所
＝
子
ど
も
育
成
課（
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時
15
分
。
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
各
学
童
保

育
所（
午
後
1
時
〜
6
時
、
土
曜
日

は
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
。
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
入
所
説
明
会　

6
月
下
旬
開
催
予

定問
子
ど
も
育
成
課
子
ど
も
育
成
係
・

内
線
1
3
0
0

た
。
多
胎
児
に
つ
い
て
は
利
用
期
間

や
回
数
が
異
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
対
象
＝
市
内
在
住
の
保
護
者
▼
利

用
期
間
＝
出
産
予
定
日
の
1
か
月
前

〜
1
歳
の
誕
生
日
の
前
日
▼
利
用

時
間
＝
午
前
9
時
〜
午
後
5
時（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12
月
29
日
〜

1
月
3
日
を
除
く
）▼
利
用
料
金
＝

1
回
5
0
0
円（
非
課
税
世
帯
、
生

活
保
護
世
帯
等
は
免
除
）▼
依
頼
で

き
る
こ
と
＝
日
常
の
一
般
的
な
家

事
・
育
児
の
支
援

問
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
子
ど

も
家
庭
相
談
係
☎（
5
2
8
）6
8
7
1

市
立
保
育
園
民
営
化
に
関
す

る
検
証
報
告
書
を
ま
と
め
ま

し
た

　

市
は
、
平
成
19
年
12
月
に
作
成
し

た
「
立
川
市
立
保
育
園
民
営
化
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
市
立
保
育
園

の
民
営
化
を
進
め
て
い
ま
す
。
令
和

2
年
4
月
を
も
っ
て
当
初
計
画
し
て

い
た
5
園
を
民
営
化
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
民
営
化
に
つ
い
て
「
立
川
市
立

保
育
園
民
営
化
に
関
す
る
検
証
報
告

書
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー（
市
役
所
3
階
）

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
保
育
課
保
育
指
導
支
援
係
・
内
線

1
3
2
0

柴
崎
第
二
学
童
保
育
所（
仮

称
）～
入
所
者
募
集

　

7
月
に
開
設
予
定
の
柴
崎
第
二
学

童
保
育
所（
仮
称
）〔
柴
崎
町
2
丁
目
〕

に
入
所
を
希
望
す
る
方
を
募
集
し

ま
す
。申
請
書
等
は
、子
ど
も
育
成
課

（
市
役
所
1
階
23
番
窓
口
）、各
学
童

き
こ
え
と
こ
と
ば
の
相
談
と

施
設
見
学

　

お
子
さ
ん（
小
学
生
・
幼
児
）の
き

こ
え
や
こ
と
ば
に
関
す
る
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
直
接
会
場
へ（
駐
車

場
あ
り
）。
こ
の
日
以
外
に
も
随
時
、

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

時
5
月
8
日（
土
）▽▽
施
設
見
学
＝
午

前
9
時
30
分
〜
11
時
30
分
▽▽
相
談
＝

午
後
1
時
〜
4
時（
受
け
付
け
は
午

後
3
時
ま
で
）場
八
小

問
八
小「
き
こ
え
と
こ
と
ば
の
教
室
」

☎（
5
3
6
）9
6
6
4

死
亡
届
提
出
後
の
手
続
き
を
案
内

お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
を

4
月
20
日
火
か
ら
開
設

支払方法 保険料 割引額

口
座
振
替

通常
（毎月翌月振替） 16,610円 0円

早割
（毎月当月振替） 16,560円 50円（月額）

半年前納
（後期） 98,530円 1,130円（半年）

納
付
書

納付書（毎月） 16,610円 0円
半年前納

（前期・後期） 98,850円 810円（半年）

１年前納 195,780円 3,540円（１年）
２年前納 383,810円 14,590円（２年）

全国交通安全運動
実施中
●交通ルールを再確認しましょう　▶自動車
や自転車を運転するときは歩行者優先の意識

を忘れず、思いやりやゆとりの心を持ちま

しょう▶歩行者も道路を横断するときは右

折・左折してくる車が自分に気づいているか、

運転手と視線を合わせて確かめましょう▶自

動車に限らず、自転車や歩行者も信号を守り

ましょう。

問交通対策課交通企画係・内線2279

4月15日木まで

の
　国の制度である５つの手当額（下表）について
は、今年度は改定が行われないこととなり、前

年度と同じ額となります。

問①～③障害福祉課・内線1510、④⑤子育て
推進課・内線1350

手当額は
変更ありません国制度

●手当額（月額）
令和3年度

（令和2年度と同額）
①特別障害者手当 27,350円
②障害児福祉手当 14,880円
③経過的福祉手当 14,880円
④特別児童
　扶養手当

１級 52,500円
２級 34,970円

⑤児童扶養
　手当
（全部支給）

第１子 43,160円
第２子 10,190円
第３子以降 6,110円

春


